
１．法人・学校に係る認可・届出事項 

 

                         法   学校教育法 

                         令   学校教育法施行令 

                         規   学校教育法施行規則 

                私法  私立学校法 

                         私令  私立学校法施行令 

                         私規  私立学校法施行規則 

                         私細  私立学校法等施行細則 

                            

（１）法人 

区 

分 
事   項 

申請者又は 

届出報告者 

根 拠 法 令 等 

学 校 法 人 準 学 校 法 人 

認 

 

 

可 

寄附行為(学校法人の設立) 設立代表者 私法 30①、私規 2 私法 64⑤、私規 8 

寄附行為の変更 設 置 者 私法 45、私規 4 私法 64⑤、私規 8 

学校法人の解散 〃 私法 50②、私規 5 私法 64⑤、私規 8 

学校法人の合併 〃 私法 52②、私規 6 私法 64⑤、私規 8 

学校法人の組織変更 〃 私法 64⑥、私規 9 

届 

 

出 

 

・ 

 

報 

 

告 

寄附行為の変更 設 置 者 
私法 45②、 

私規 4の 3② 
私法 64⑤、私規 8 

学校法人の解散 設 置 者 私法 50④ 私法 64⑤ 

清算中の新たな清算人の就

職 
清 算 人 私法 50の 7 私法 64⑤ 

清算の結了 〃 私法 50の 14 私法 64⑤ 

登記の届出等 設 置 者 私令 2 

請求 寄附行為の補充 利害関係人 私法 32①、私法 64⑤ 

 

 

 

 

 

 

 

 



（２）１条校（高等学校、中学校、小学校、幼稚園、特別支援学校） 

区 

分 
事   項 

申請者又は 

届出報告者 

根 拠 法 令 等 

高等学校 
（中等教育学

校の後期課程

を含む） 

中学校（中

等教育学校

の前期課程

を含む） 

小

学

校 

幼

稚

園 

特別支援

学校 

認 

 

 

可 

学校の設置 設 置 者 法 4①、規 3 

学校の廃止 〃 法 4①、規 15 

設置者の変更 
新 ・ 旧 

設 置 者 
法 4①、規 14 

収容定員に係る学（園）則 

変更 
設 置 者 法 4①、令 23①12、規 5、私細 5 

広域の通信制の課程に係る

学則変更 
〃 

法 4①、 

令 23①11 
    

全日制・定時制・通信制課

程、学科の設置 
〃 

法 4①、 

令 23①2、 

規 11 

    

全日制・定時制・通信制課

程、学科の廃止 
〃 

法 4①、 

令 23①2、 

規 15 

    

幼稚部、小学部、中学部、

高等部の設置 
〃     

法 4①、 

令 23①3 

規 13 

幼稚部、小学部、中学部、

高等部の廃止 
〃     

法 4①、 

令 23①3 

規 15 

高等部における通信教育の

開設 
〃 

 

 
   

法 4①、 

令 23①5 

高等部における通信教育の

廃止 
〃 

 

 
   

法 4①、 

令 23①5 

届 

 

出 

 

・ 

 

報 

 

告 

 

事 

 

項 

目的、名称、位置、学

（園）則、経費の見積もり

及び維持方法の変更 

 

〃 
令 27の 2、規 5 

校地（園地）・校舎（園

舎）取得、処分及び変更 
〃 令 27の 2、規 6 

専攻科、別科の設置（※） 〃 
令 27の 2 

規 11 

 

 

 

 

 

 

令 27の 2 

規 11 

専攻科、別科の廃止（※） 〃 
令 27の 2 

規 15 

 

 

 

 

 

 

令 27の 2 

規 15 

分校の設置 〃 令 27の 2、規 7 

分校の廃止 〃 令 27の 2、規 15 

校（園）長の採用 〃 法 10、規 27、私細 7 

校（園）長の解職 〃 

私法 6、私細 7 教職員の採用 〃 

教職員の解職 〃 

生徒（園児）等の事故報告 〃 
私法 6 

災害等による被害 〃 

授業の休止 〃 私法 6、私細 6 

指導要録の引継ぎ 〃 令 31、規 28 

（※）特別支援学校については高等部の学科の設置及び廃止を含む。 



（３）専修学校、各種学校 

区 

分 
事   項 

申請者又は 

届出報告者 

根 拠 法 令 等 

専 修 学 校 各 種 学 校 

認 

 

 

可 

学校の設置 設 置 者 法 130①、規 187① 法 134②、規 190 

学校の廃止 〃 法 130①、規 188 法 134②、規 190 

設置者の変更 
新 ・ 旧 

設 置 者 
法 130①、規 189 法 134②、規 190 

収容定員に係る学則変更 設 置 者  

法 134②、 

令 23①12、 

規 190、私細 5 

課程の設置 〃 法 130①、規 187① 

 課程の廃止 〃 法 130①、規 188 

目的の変更 〃 法 130①、規 189 

届 

 

出 

 

・ 

 

報 

 

告 

 

事 

 

項 

目的の変更 設 置 者  

令 27の 3 

規 190 

 

※学則の変更は、

収容定員に係るも

のを除く 

名称の変更 〃 

法 131、規 189 位置の変更 〃 

学則の変更 〃 

経費の見積もり及び維持方

法の変更 
〃  

校地の取得、処分及び変更 〃 
法 131、令 24の 3② 

規 189 
校舎の取得、処分及び変更 〃 

学科の設置に伴う学則変更 〃 法 131、規 189 

 

学科の廃止に伴う学則変更 〃 法 131、規 188 

分校の設置 〃 
法 131、令 24の 3① 

規 189 令 27の 3 

規 190 
分校の廃止 〃 

法 131、令 24の 3① 

規 188 

校長の採用 〃 
法 133、規 189、 

私細 7 

法 134②、 

規 190、 

私細 7 

生徒の事故報告 〃 
私法 6 

災害等による被害 〃 

授業の休止 〃 私法 6、私細 6 

指導要録の引継ぎ 〃 令 31、規 189 令 31、規 190 

   


